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規規 則則

看 護 大 学 授 業 料 等 の 徴 収 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 九 号

看 護 大 学 授 業 料 等 の 徴 収 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

看 護 大 学 授 業 料 等 の 徴 収 に 関 す る 規 則 （ 平 成 八 年 宮 崎 県 規 則 第 四

十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 、 聴 講 生 」 を 削 る 。

第 六 条 の 見 出 し 中 「 授 業 料 」 を 「 学 生 に 係 る 授 業 料 」 に 改 め 、 同

条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 授 業 料 の 免 除 の 額 は 、 原 則 と し て 各 期 分 の

授 業 料 に つ い て 、 そ の 全 額 又 は 半 額 と す る 。

第 七 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 特 別 聴 講 学 生 に 係 る 授 業 料 の 免 除 ）

第 七 条 知 事 は 、 他 の 大 学 、 短 期 大 学 等 と の 間 に 特 別 聴 講 学 生 に 係

る 授 業 料 を 免 除 す る 旨 の 協 定 を 締 結 し て い る 場 合 に お い て は 、 別

に 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 特 別 聴 講 学 生 の 履 修 科 目 の 履 修 に 係

る 授 業 料 を 免 除 す る こ と が で き る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 号

宮 崎 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

宮 崎 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県

規 則 第 九 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 」 を 削 る 。

第 二 条 か ら 第 四 条 ま で を 削 る 。

第 五 条 中 「 基 金 か ら 」 を 「 宮 崎 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 （ 以 下

「 基 金 」 と い う 。 ） か ら 」 に 、 「 法 」 を 「 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法

律 第 百 二 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 計 画 期 間 」 の

下 に 「 （ 法 第 百 四 十 七 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 計 画 期 間 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 別 記 様 式 第 二 号 」 を 「 別 記 様 式 第 一 号 」

に 改 め 、 同 条 を 第 二 条 と す る 。

第 六 条 第 二 項 中 「 別 記 様 式 第 三 号 」 を 「 別 記 様 式 第 二 号 」 に 改 め 、

同 条 を 第 三 条 と す る 。

第 七 条 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 四 号 」 を 「 別 記 様 式 第 三 号 」 に 改 め 、

同 条 を 第 四 条 と す る 。

第 八 条 第 四 項 中 「 別 記 様 式 第 五 号 」 を 「 別 記 様 式 第 四 号 」 に 改 め 、

同 条 を 第 五 条 と す る 。

第 九 条 を 第 六 条 と す る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 六 号 」 を 「 別 記 様 式 第 五 号 」 に 改 め 、

同 条 を 第 七 条 と す る 。

第 十 一 条 を 第 八 条 と し 、 第 十 二 条 を 第 九 条 と す る 。

別 記 様 式 第 一 号 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「 （ ） 」 を 「 （ ） 」 に 、

「 」 を 「 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 一 号 と す

る 。
別 記 様 式 第 三 号 中 「 （ ） 」 を 「 （ ） 」 に 改

め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 二 号 と す る 。

別 記 様 式 第 四 号 中 「 （ ） 」 を 「 （ ） 」 に 、

「 」 を 「 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 三 号 と す

る 。
別 記 様 式 第 五 号 中 「 （ ） 」 を 「 （ ） 」 に 改

め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 四 号 と す る 。

別 記 様 式 第 六 号 中 「 （ ） 」 を 「 （ ） 」 に 、

「 」 を 「 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第

五 号 と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 宮 崎 県 介 護 保

険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 そ の 他 の 書 類 は 、 こ の 規

則 に よ る 改 正 後 の 宮 崎 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 施 行 規 則 の

相 当 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 そ の 他 の 書 類 と み な す 。

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 改 正 前 の 規 則 の 規 定 に 定 め る 様

式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 事 項 を 適 宜 補 正 し て 使 用 す る

こ と が で き る 。

第５条関係 第２条関係

第６条関係 第３条関係

第５条の 第２条の

第７条関係 第４条関係

第７条の 第４条の

第８条関係 第５条関係

第10条関係 第７条関係

第10条第１項 第７条第１項
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宮 崎 県 収 入 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。
平 成 十 九 年 三 月 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 一 号

宮 崎 県 収 入 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 収 入 証 紙 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 規 則 第 十 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。15
8

居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 申 請 手 数 料15
8

別 表 第 一 第 二 号 中 を と し 、 か ら ま で を か ら ま で と し 、49
5

50
5

16
6

49
4

17
6

50
4

の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。17
6

介 護 老 人 保 健 施 設 開 設 許 可 更 新 申 請 手 数 料17
3

介 護 療 養 型 医 療 施 設 指 定 更 新 申 請 手 数 料17
4

介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 更 新 申 請 手 数 料17
5

別 表 第 一 第 二 号 中 を と し 、 を と し 、 の 前 に 次 の よ う に16
5

17
2

16
4

17
1

17
1

加 え る 。
居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 更 新 申 請 手 数 料16
8

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 指 定 更 新 申 請 手 数 料16
9

介 護 老 人 福 祉 施 設 指 定 更 新 申 請 手 数 料17
0

別 表 第 一 第 二 号 中 を と し 、 か ら ま で を か ら ま で と し 、16
3

16
7

15
9

16
2

16
3

16
6

の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。16
3

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 指 定 申 請 手 数 料15
9

介 護 老 人 福 祉 施 設 指 定 申 請 手 数 料16
0

介 護 療 養 型 医 療 施 設 指 定 申 請 手 数 料16
1

介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 申 請 手 数 料16
2

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

警 察 関 係 使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部

の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 二 号

警 察 関 係 使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

警 察 関 係 使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成

十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 号 ） 附 則 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 改 正 規

定 中 第 二 条 第 一 項 の 改 正 規 定 の 施 行 期 日 は 、 平 成 十 九 年 三 月 十 六 日

と す る 。
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